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島根県における義務制実施にむけての諸間題（1）

未就学児及び特殊学級の現状と課題
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　　　は　じ　め　に

　文部省は昨年11月20日，文初特第464号文部事務次官

揮達として。「学校教育法中養護学校における就学義務

及び養護学校の設置義務に関する部分の施行期目を定め

る政令」を公布した。これは，学校教育法第22条第1項

及び第39条第1項に規定する保護者の就学義務のうちの

養護学校に関する部分について，昭和54年度から義務制

実施に移すことを内容としている。盲・ろう学校に関す

る部分は昭和23年から実施しているにもかかわらず，精

神薄弱・肢体不自由・病虚弱児に対して戦後4半世紀に

もわたってひきのぱし，その教育権を奪ってきた不当な

事態にピリオドを打つ点で、一応の評価はできる。しか

し，すでに49年度義務制実施の方針を打ち出しておきな

がら，これに必要な諸条件の整傭をサボタージュして反

古にし至今回改めて54年度実施を打ち出した経遇を考え

合わせるとき，この政令を内実あるものとする道のりは

決して平坦でないことが予想される。54年度には義務制

を完全に実施させるためにも，障害児の教育権を守り発

達を保障する観点から，これまで各地でとりくまれてき

た実践の成果をふまえつつ，単に容れものを用意するだ

けに終らせない養護学校づくりの運動をひきつづき強め

発展させなければならない。

　その際，各地方自治体における全体的な教育状況を勘

案し，それぞれの条件を生かし，あるいは改善する方向

を明確にしながら，その構造のなかで障害児の教育権を

全面的に保障するみちすじの追求が重要な課題となる。

能力主義を基調とする現今あ学校教育の民主的改革を同

島根大学教育学部障害児研究室

時に並行させなければ，「その区域内にある学齢児童及

び学齢生徒・Hを就学さ芦るに必要な111養護学

校」が新たな差別選別の道具に転化させられる危険を多

分に孕んでいると考えられるからである。

　小論においては，義務制実施にむけて検討すべき諸問

題のうち，特に在宅児の処遇，人事及び学校管理の側面

からみた特殊学級の現状と課題を，ちえ遅れ児を念頭に

おきながら島根県の場合をとりあげ、概括して論ずる。

これらは睾発達段階を考慮しながらの教育内容1指導

法、そして一方大きくは地方行政全体との関連で考禾る

べき性質のものであるが。上記二点に？いて一応の煩向

を把握することを第　段階の咋業として位置つけたもの

である。

　　　I　未就挙児の状況

　島根県学校基本調査によると，48年5月1日現在、県

下未就学児数は149名となっている。就学免除について

は，小学校段階54名中学校段階51名の計105名，就学猶

予についは，同じく35名皇9名の計μ名である。原因別

では免除の場合，ちえ遅れ59、肢体不自由31，病虚弱

2，少年院在院2その他11でタちえ遅れが最も多く猶予

の場合もちえ遅れが19を占める。

　これらの数宇を中心に6点だけ問題として挙げる。

　　①原因　　その他の調査でも明らかになっている

が，脳性マヒによる重複障害が多い。

　　⑧措置年令　　猶予・免除に措置される年令をみる

と6才児が最も多い（23名）。これらは学齢期に達した

時点で教育権を奪われ，学校教育を全く経験しなまいま
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に在宅あるいは施設へ入所させられていることを示す。

保護者の義務が猶予。免除されても，子どもの教育を受

ける権利はなお厳然として有しているにもかかわらず，

「能力に応じて」憲法26条と全くかかわりのない生を強

いられている。

　　⑧障害の内容・程度　　地教委が猶予。免除の決定

を行うに際しては，当然発達診断の結果を基礎にしてい

るべきであり，またその手続を経なければ決定は不可能

である。しかし，県の資料でみるかぎり，未就学児の発

達階層を明らかにしたものはない。その点，極めて感覚

的な就学指導に流れているものと受けとめられる。発達

課題をそれぞれの子どもについて明確にすることは，そ

の後の処遇を考える基礎資料となるものであり，極めて

重要な作業である。

　　④猶予数と免除数の比較　　猶予児に比べて免除児

が大幅にうわまわつている。就学させる義務の猶予と免

除について両者の間には大きな相違がある。例えば，猶

予⑧免除のとり消し状況についてみた場合，45年度にお
　　　　　　1）
ける全国的調査によると，猶予が37であるのに対し，免

除は2に遇ぎない。免除とは，まさにほぽ完全な教育権

の切り捨てを意味している。島根県の場合，あまりにも

無批判に「免除」を乱発しすぎているのではなかろうか

　　⑤調査方法　　これらの数字は保護者が猶予・免除

を願い出，それを教委が受理した件数の集計であり，実

際の未就学児は他にも存在することは否定できない。現

実に，調査のなかで名簿にあがっていない未就学児が掘

りおこされつつある。

　　⑥少年院在院児　　免除児のなかに，少年院在院中

の者2名とあるのが注目される。昭和28年9月2日付初

中局長の回答のなかに，少年院・教護院児里生徒につい

ての処置として就学義務の猶予をするとあり，運用上そ

の妥当性が問われる。少年院における教育の間題は，教

育権タ集団，福祉と教育等々との関連で非常に重要なも

のと考えられるが，直接のかかわりがないので機会を改

めて論ずる。

　　　正［．訪問教師制度

　県は今年度より未就学児131名に対し31名の指導員に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
よる「在宅心身障害児訪問指導」を発足させた。「在

宅」とあるが，これは施設入所児も含めており，実際の

対象存宅児は73名でこれに対し20名の指導員が訪間して
　3）
いる。

　従来教委の守備範囲外に放置されていた障害児が，は

じめて教育行政内にくみこまれ，定期的な訪問を受ける

ようになったという点で，この制度は高く評価されなけ

ればならない。現実に目にみえて効果があらわれてきた

とする指導員からの報告もみられる。しかしながら，こ

の制度が内包する矛盾と限界もまた指摘せざるを得な

い。以下，今後に解決すべき課題と考えられるもののう

ち，大きく2点を挙げる。（なお，要綱の一部は注4に

示した◎）

　第1に言えるのは，訪問を受けても対象児は依然とし

て無学籍のままにおかれていることである。権利として

すべての国民が享有するへ教育を受ける権利へが保障され

ているか否か，その最底のめやすとして学籍の有無があ

る。言うまでもなく，名目的に学籍を与えるがその後は

何らの指導もしない教委が全国的に少なからずみられる

が，その場合でも少なくとも学校教育の枠組みの中に位

置つけられてはいる。原則的には教育行政が第　義的に

責任を負わされていることを示す。しかし，無学籍の在

宅児はそのような歯どめさえなく易教育行政はみずから

の違法性の上に立って無学籍を理由に彼らの教育を放棄

する。

　第2として，保護者等による申請を基本条件にしてい

る点がある。

　要綱第3条（申請及び決定）によると「市町村教育委

員会は，保護者等からの串請に基づいて訪問指導による

教育が必要と認める者を選定し，別に定めるところによ

り島根県教育委員会に報告する」ことになっている。

　ここには無差別平等の原則はなく，各機関をくぐるな

かで選定されていく。現在の島根県における制度からす

れば，未就学児に対してはすべて訪問指導が必要なので

あり，教委は子どもの二一ドに応ずるその教育方法，内

容及び指導員の質と量をこそ選定すべきなのである。一

　選定された結果はどうか。48年5月1日現在の未就学

児数を県は149と発表しているが，訪問指導の対象児は

131名となっており，すでに18名が除外されている。し

かも149名は教委に義務の猶予。免除を願い出たものの

数である。きめ細かな未就学児の実態調査を基礎にした

ものではなく，またこの制度と並行して掘りおこしをめ

ざしているものでもない。

　他にも，指導時間には教育的・杜会的な意味で保護者

が家庭にいなければならない場合が多く，親の労働権と

の交錯の間題もあり，また，教材費（1名の子どもに対

し年間5万円）指導時間（1週2回計4時間）の絶対的

不足，集団の場が系統的に保障されない個人指導に限定

されがちであること，指導員の身分（講師＝県事務局
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員），報酬（1週4日，年間700時間，1時間あたり890

円），その経歴と平均年令（退職教員が大部分，平均49

才），山問部における冬季の雪害対策等々様々の改善課

題が山積している。

　これらの課題を体系的に整理し，当面はこの制度を発

展させる方途の検討が急がれる。この訪問教師制度につ

いて，県教委の当事者も未就学児処遇の最終的形態とは

とらえておらず，54年度までの暫定的措置と言明してい

る。つまり，必要数の養護学校建設に至るまでの次善の

対策としている。

　この姿勢は一面において正しく，養護学校建設を54年

度以前にも実現させる方向での努力を期待するものであ

るが，未就学児の教育権保障を養護学校建設に綾小化し

ているのではなかろうか。また，いわゆる重度児の教育

を重度児の教育として特殊間題化するのではなく，さら

に広範な角度から学校教育全体の視野の中で構造的に把

握しなけれぱ真の間題解決につながらないと考えられる

が，その点でも疑間が残る。過疎化の進行のなかで蔓延

し，中教審答申を背景にさらに根深く拡がりつつある能

力主義教育をいかに克服していくか，その流れの中で養

護学校設置の課題，そして障害児教育の将来像を展望し

なければへ障害児のための養護学校。は本来の機能をはな

れて，差別選別の道具へと転化させられる危険性を孕ん

でいる。

　　　皿．県下特殊学級の現状

　県下の特殊学級の実態をみるとき，，この視点の堅持の

重要性が大きく浮かびあがる。特殊学級が当初の理念を

逸腕し、普通学級からの追い落しの場に変貌しつつある

実情は各地から報告されている。島根県の場合も同様の

傾向を指摘できるが、加えて考慮に入れるべき要因とし

て，60年代の高度経済成長政策以来加速度的に進行し，

深刻の度合を深めている過疎化の影響がある。様々な問

題を内包する特殊学級の現状について，特に人事，学校

管理の側面から次に検討する。

　特殊学級について，県教委は二つの傾向を指摘してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
る。「在籍者数の減少」と「高I　Q化」である、

表1　収容人員別特殊学級数（小学校）

1　　名

4学級 11

3
17

4
28

5
16

6

7

7

9
。少人数のもののみを挙げる。

。ユ学校に数箇学級を有すものは除く。

特殊学級の総数132　4名以下の学級が約半数

　（48，5，1現在。島根県学校基本調査による）
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　在籍者の減少は，表1をみてもわかるように，もはや

固定的な学級運営では発達の栄養となる学級集団を組織

しえない事態にまできている。在籍者1名の学級が4，

2名の学級が11を数える。4名以下の学級は特殊学級総

数の約半数にものぼる。昭和37年1α月の文初特第380号

通達の教育措置で説明されている養護学校対象児（本来

は養護学佼対象である中度児で就学する養護学校がない

ときには，特殊学級で教育してもさしつかえないとされ

ている）を在籍させているのであればまだ一定の評価は

可能である。しかし，学校教育法施行令第22条の2の基

準によりいわゆる軽度あるいは境界線児を入級させてい

る場合、こうした小規模の特殊学級では必然的に個別指

導をする場として学校の中で位置づけられ，ウォーター

ダウンの教科指導を指向する傾向に陥る。

表2　学年別特殊学級在籍者数
　　　　　（48．5．1島根県学校基本調査による）

小　　学　　校

1年

36

2年

61

3年

128

4年

140

・年1・年

147 139

中　学　校

1年

154

・年1・年

…1…

250

200

150

工00

50

小学校651名　　　中学校621名

ユ　2　3　4　5　6　ユ　2　3
年年年年年年・年年年

　現実は後者であることが表2からもうかがえる。

　学年別在籍者は小学3年で急増し，以後横バイ状態を

続け、中学2年で再び急増する。この二つの時期が、人

間の発達において大きな質的転換期であることが究明さ
　　　　　　6）
れてきているが，そのような質的転換期で発達障害を受

けているものを選別し，追い落している姿が鮮明にみて

とれる。県下のr判別委」での対象児がほとんど普通学

級在籍児で占められているが，普通学級担任が結果的に

はそのような子どもの選別を求めていることを示してい

る。

　県教委が傾向としてあげているものの一つ，高I　Q化

については身根拠となる厳密な調査資料に乏しいため事

感覚的になるが，やはり実感としては疑いなく「高I　Q



54 , 

4~J ~~~~./* c=~~~ . 

~~:~~ C=~ ;~ C ~ ~ ~:~!~, i~:V~~:uCD~i~~+'1-･~~;~~1~e~ ;~ ~ 

~) ~ ~T~~~ ~ tL;~ . 

~C~~~)~~~~l~-~~-~:I~. 40-50~; ~ ~~ 5 )~~~~ilC ~( . ~f.~ 

~:~,-rL;~~j~.."~-~~:~~~:iC~5V~~e~. ~~~-'-･･-~~,=~ <~~;~i~?~~:I~~iC ur*-~~l 

~~^~:f~ ~ ~ < ~~f~ ~> ~~~~~~ ~ IJ~~:~j~~~L;~ ~ CD ~ 

h~) ~ICf~~~T~~~ ~~~l~-~~:~~f~:~･_,~･)(･~)~i~~~~~'~~: 

3 IC;~~~~ 200~i~~:TC~)~~~~~>~~~~~:~'･)(~)26.5"/. ~~f 

~) ;~ . 100~;~'~:TCD~:jS~}~~~~~~~~:~~_L^~~V*~ y~:~~~;~ ~~~~ 

~leC~~~~IC~~~~-ur ~.~1~~. I ~~~~:17~1~~ c f~~= ~ , 180~; 

~)~~~~:~~Z~~~l~~lf~~1C l~~~~~:~)7 ~30~i~f~:;~. C~)J~ 

~ t~:/J'~~~~-~~:~~~~:~~L;~~i~~~Z*1･~SV~~ ~ ~ fC~~ 

~~~~F~~~:~~~~~'~I~ ;~ ,'~~;^~,'~~~,.'~Ee~ ~~ (L- I(!~~~V ~ ~E{ U 5 ;~ C~)~>~~: 

~~~ 3 ~r~~-･.~~~~:~~~:[~.~~CD~~~~~~~t~ (/j･~~~~~) 

y~;~:~i~ 100~i ~: T c~)~~'~4~+*'x' 2 ･ ~~~~~j~~~s"~*~~-~~ 

rol-120 

125-150 

151-180 

181-200 
( -r-* 7~ u 18l~~ c~)~~~ 

~=)(* 3 ~) 

3 ~~ 6 ~~~~(1c~:{~~ 
l C'~""t･~~~~~t~ 

9 ~C ~ ~ "~) ~~~~t5Z+~'~C' 
~
)
 

. 

9 O 
' ~~'**~~---'--+S5~~~~~ 

, ~*~ * 

12 i~j'--u~L~~:"~*'~7j~~ 132~~lx_'~ CD 

26 . 50/0 ~ ~Sf ~~ 

35 ~; . 

(48.5. l. ~i~t~l~;~:~~~~:-'~1-'~'-"' ~~~tC J; I) {~~~) 

ty~~1C~__.~~EICt~: ~' ir - ;~~)~~V~ C C' ~~~~~).-~L C~~~ 7~~~~ 

4 C'~"'~~~* (:' i~,~';~~~~~ I ~:~~-･.~f~~42.4010~* r~~) C~~~~' . ~: 

~~:I~*~:7~> I~3~~fA~~;~~L~{~;~)~j~tL~~ ~~u C~u~~ ~ ~) 

(45~~5;~ I ~l*~~~i~~~~=~l~'~'~'-'"~=-~~]~ ~~~Z"/.) 

8
)
 V. c~a5 ~~' . 45~~~~Ji~)~~･~'~t. '~~~~;~~. ~f~~~f~/~e~~:~u L 

I~~}C~1~~j~~tL~~;~ c=1~f~~~*. ~~~~~~/1.rc~~'~~~:t~:~~~~:= 

~~F~*~l~*~~,~;~~=F~IC~~)7C;~ C c' }~~:~~~~)~;. ~ ~> ~ t~: ~~ 

~ ;~:~~a~~~ C~~~f~~~>1'fC. ~f~~:uf~:~~(DiC~~i~E~?~~~O ~ 

,-'rLfC, ~~~~~ C ~~y'J+,~~~>~~~;i~~~t:~~_A~~)~5~ C 

~ ~~-/L ~ ~, I~~~~~~~ff~~"*". c=~.._.~~EI,*~f~!*7. ~r-~~~~'~~ ~ 

~~~4~ICJ~ ;~y~:~:~:(~)~~I~ c=~:~.~),'~Z:^~:~~}~f~~~~~~:~'jJ+~, ~~l 

~~~~;~~:~~t~~~uf~!~e~,"h)i~~fr~~~B~~ c=*~~~~~. ~~~~f~:~f~C~~ 

~~~~t-*~~>~~~);~. ~ c~ ;~~~47~~ c~e~~~) ~!~ ~ IC ~l 

< , ~i,~t(.~lu~;~~~~~~~ c~C< ~. C~)~~ 5f~~*~~*~:~) ~ ~ 

~~~_.~~E~)~1~-'-'-' ~~:**=~~~i~~~~;~~~~~~~A~~)~~~~~~~~~kC~~~~~)~~L ~ ~l, ;~ 

~~~>(~'~*"~~~:f~l~8~lhC~_.~~~~~~~~~l~~il~1S~~~~'~ c~ c' c=ai) 

;~. 

~CD~~le-c~ , ~~~:~i~~}~)t~-~> c=, pTA~>~C~)~C=F~i-(L 

~f~u~H~i~ICl~~~~~iE~8~lt~~:~~~ c=_~t~~> c=, ~*1~~~:~~i~~;~, 

(~);~i=~f~---c' ~~, ~{p~~~)~~~:~~{F~~~:~~ c=~)~Ll~~~*~7~ 

,-.~~1i c=~~_~3~~-~^Q'~~~~;_･~~ ~ ~~ ~ .- c' ~~~^~)tL~~* ;~ . = = 

 

l~P~.=~-･.~~~=F~ ~~~~~~~'=y.'~*' 

O-1 

22 . o 

42.4 

2~3 

20 . o 

30 . 9 

4~5 

12 . O 

14 . 5 

6-10 

14 . O 

11 .4 

11-

32 . o 

0.5 

~
'
-
"
-
'
+
 

s
 

100 

100 

~~ < ;~ u~~~~)* 7~. ctLc~45~#~)-'~i-'~-'-~~: c=~);~~~, ~~~=;_~F~) 
7
)
 ~~l~~~~~~ ~ c~)4~i~~:}~~~~f~>~)･ c~~~7~~-v~. ~ f. ~c. 

ctLl~~;~=~~:~~Ic~~)~~~~~~~A~ ~ i,~~~~t~-v~~~. 7~f~~4~ b'･ ~~: 

~: c=a5~ 48~~~~~c~45~t~:J~~>42 7y.~~~~~~~~~~ < ~ 
* 
c~f~~~~* ~ . 39~~~:T~~~f~~)28.9"/･, 44-40~r~~28.2 

~~:~. ~U~:L/t~*F~1~~~~'~~>~~~7;) c ;~i:~Fc~~O~~I~~);~i. 

~~ ~~ ~i~f-~B~1 c 1,~l~~~~~:~*~l~~~:~.~,.･,'~,･~~=~I ~)'f~l~~~~) ~i iCIE U < 

~~:1~V~C~~f~-V*c~ c' ~~~~i~I c=z~)~' . 

CC~C c' }~, f~:='-"-･=~{~~i~~bi~li~:_~~~)~~~~~~~~~~:1c~~~~ ~ / -

~>1,(J-~~(~..;y'J'}c~~~!;UC~~ < . r~Ij~[i~;-~~A~J ~);~l~~~~~~y~: ~~ ~~ 
q
*
)
 

.~[JJ ~)~~~~;4*~fr~.;'r"c~~~~~~1~~~_~~~~'-･~~~~~i c' ~tL7*-~~~~)~~ ~)ff~*'c~)~~~~; 

;~~;~ ~ , ~~~~~~~~~~~:~~~~~~,,__.._'*~~~tL~~*~* (L~ c' ~~b~>7;). 

ro ) 

[JJ~~~)~~I~:i.- ~~ (D' ~, 47~~~~i(L-~~;¥~CT~~ic~s-~*1C)~~~~'-'~~~ 

~ic' ~~Lfc~~ (D}~48~i~~~) I~ , =-'~1~~:~~45, =-'-･~]f~~~CD~~~E?~~ 
,*,~ 

~~_ ~l.-)~~~~IO ~~1~~ I ~~;._~~~~~~~~~~;34 c~i)(~ ~~)~ 

~Ui.-c!)1~~* . i~~~:_"~~)~p: c=c~, ~~~.~~~~~~:~~~l*...~~~,~II-c~ 1'C 

I*-, )~~,~~>~Q~j~J__~:~~~~~~~~)~:f~:~iit~~i~~~r~; ~~ C~ (: u cx'~~ 

e~c' ~~~~lL~~~~) c=~)~' . ~~r-･*. ~~'~~~~~:~'~-'-'-~;i~"~~:~+!~'='~:~ ~? c~ ~ ~~, 

~~~:~~) ~' ~i~~. c~~~i~~~L~~*;~ r~U~U~iJ I~~'~~-'--~;5'~iy~:~ tj 

f-* ~~ C~)~) 5 ~, -9~[jl~~~~~~>~~i:~ici~)i~~_~u~V*f~~-V~~: 

~~}~f~~i~~:rr/~~r~~>. r~iJ~V~i~:A~J cD~~:~~c' 

~~C~~j8~f~:-t~~f~~i~l~~~~~~~~~, CtLbc~~~ C~I~~~ 



会を改めて論ずる。いずれにせよ，一特殊学級制度の運用

については抜本的な方向転換を必要とする時期にさしか

かっているものといえよう。

w．既設特殊学級の改廃

表5　児童数，学校教，学級数の年次別推移（小学校）

信・高

児童数 学　校　数

…｛3墓呈

学　級　数

3，687　　　　　（6）

教員数

55

33

39

42

43

44

45

46

47

48

備考

143，885

95，083

81，991

78，869

75，747

73，490

71，103

68，357

65，781

…／3箸

…／3墨

…13貨
…／3器

…13§8

…13蓋
　　1320350／30

・必13菱

上段本校
下段分校

3，096　　　　（52）

2，863　　　　（84）

2，805　　（106）

2，771　　　（112）

2，753　　　（117）

2，680　　　（128）

2，612　　（129）

2，566　　（132）

（）は内数で
特殊学級数

4，350

3，844

3，614

3，524

3，488

3，489

3，474

3，377

3，347

校長含
む

（48．5．1．島根県学校基本調査による。）

　特殊学級の変容は，特殊学級そのものにのみ原因が求

められるべきではない。学校教育全体の枠組みのなかで

位置づける必要がある。児童数。学級数等の年次別推移

を表5に示したが，この15年間に児童数は半数以下にな

り，学級数についても，1，200個以上の学級（普通学級）

が消滅している。教員1名あたりの児童数は，33年度は

33．1名であったのに対し，48年度はついに20名台を割り

19．7名となっている。児童数減少に即応して無条件にす

でに勤務している教員の削減を実施することはで．きな

い。県内における特殊学級の基本的特徴は，結局この「

余剰」教員の吸収策としての性格を強くもっている点に

ある。つまり1学級の学級編成基準上特殊学級は有利な

条件を有するからセある。娘幹には政府の経済政策があ

り，詳しくはその面からの科学的究明にまたなければな

らないが，教育の論理を否定したところにまで解決策を

求めなければならないほどの崩壊が進行しているのであ

る。いかに小規模であろうと，学校の維持運営には最底

限必要な教員の絶対数を確保しなければならない、現場

が極めて貧困な人的条件のもとにおかれている事実は認

める。しかし，それを解決する窮余の一策として特殊学

級設置を考えるのであれば，それはあまりにも安易な発

想にもとづくものであり，教育の崩壊にみずから手をか

し，教育の主体性④積極性を放棄し，賢本の論理に従属

することを意味する。

　子どもの立場に立って考えるとき，固定的な学級集団

として特殊学級については大幅な廃止を提起せざるを得

ない。普通学級及び県下の学校の実態は，側面的にそれ

を可能にする条件を備えている。特殊学級設置惇の学校

規模・児童数等の推移はさきにみたが，さらに収容人員

別学級数1学校規模・複式学級の状況を表6・7．8に

示す。

表6　小学校，中学校の収容人員別学級数

1名 16 21 26 31 36 41 46
計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

50名

15名 20 25 30 35 40 45 49
以上

総数 2，566 617 280 287 307 410 470 181 12
小 2

単式 2，188 311 221 274 307
学

410 470 1181 12 2
複式 246 176 57 13

校
特殊 132 130 2
総数 1，166

I
123 28 85 105 189

中
384 250 2

単式 1，066， 23 28 85 105 189
学

384 250 2
複式 一

校
特殊 1OO　I

以上

2

（48年度版島根県学校基本調査結果報告書より）

表7児童生徒数別学校数 （48．5．1．島根県学校基本調査による）

○
人

1
～
4
9

5
0
～
9
9

1
0
0
～
1
4
9

1
5
0
～
1
9
9

2
0
0
～
2
4
9

2
5
d
／
1
2
9
9
i

3
0
0
～
3
9
9

4
0
0
～
4
9
9

5
0
0
～
5
9
9

6
0
0
～
6
9
9

7
0
0
～
7
9
9

8
0
0
，
～
8
9
9

9
0
0
～
9
9
9

10001110011／109911199

I
1
2
0
0
　
～
1
2
9
9

計

，

小学校 ‘ 74 71 66 49 15 8 13 15 11 5 3 4 4 2 3 1 344

中学校 1 7 27 29 16 8 11 12 10 8 5 2 3 2 3 一 ． 144

344

144
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’表8　複式学級等のある学校数
（48一号．1r県華琴「国キ島根？教戸」による。）。

1一小■1，学 ■慎■ 申・学， 校

本校1分校 計 轍1分校 計

複式学級のあ亭学校数．

87 32 119

特殊学級のある学校数

105 105 75 75

g学校総数　小　344

　　　　　中　142
・小学校は3校に1校の割合で特殊学級が設置さ
れている。

　まず表3にもどって考えると，普通学級の収容人員25

名以下でなおかつ特殊学級を設置している学校は14を数

える。、表g午よると，県下で15名以下の学級数は全体の

24％，表7からは，在校生149名までの学校が211校で総

数の60％強，さらに表8をみると複式学級設置校は全小

学校（中学校にはない）の35％強であり，3箇学年の複

式学級は13にあぼる。

　学級規模つまり収容人員から考えるとう多数の学校に

おいて殊特学級を設置しなくても，授業形態やカリキュ

ラムの検討を通じて「わかる授業」の展開を追求しうる

条件がある。収容する容れものを詮索する以前に，学習

形態の創造的改編の努力が要請されているといえる。複

式学級制度は県内ですでに定着しているが，複式学級に

おける一定の実践成果をふまえることも考えられよう。

もちろん，申教審答串（「今後における学校教育の総合

的な拡充整傭のための基本的施策について」1971．6．

1）で触れられている飛び級制度，あるいはそれを敷延

した無学年制の単純な導入については，能力主義にもと

づく差別の思想を基底に据えているという意味において

厳しくヂェックされなければならない。

　もともと人間には，生物学的に能力（広義の能力）に

おいて「差」が存在する。この「差」にとらわれ，「学

校的能力」を第　義的に重視する限り，均質な集団の構

成を追い求める誤りをおかす。「判別委」にリストアツ

プされる子どもは，いわゆる「軽度精神薄弱児」から「

境界線児」，さらに最近は「知的サブノーマル」へと中

心部分が変化しつつある。ますます，普通学級における

子どもの均軍性をめざす傾向が深まっている。能力のち

がいを「差」としてではなく，「多様性」として，それ

ぞれの子どもを響きあわせる学級集団のたかまりのなか

で，その多様性をより一層価値づけていくとりくみがな

されなければならない。この認識のもとで，はじめてr

学校的能カ」に包括しきれない豊かな能力を育み得る。

そして。県民の平均所得が全国平均の70％しかなく，共

同体が崩壊し，卒業すれば県外に去・らなければならない

というより大きな差別をはねのける能力を，集団のなか

で身につけさせる教育が可能となる。

　特殊学級の廃止を考える場合，能力主義を排し，学校

集団そして地域。白治体の発達の体系に位置づけなが

ら，発達障害を受けている子どもの発達を保障する立場

に立つ民主的な教師集団の形成が不可決の要素となる。

また，特殊学級の改廃は一律に論ずることはできない。

それぞれの地域の二一ド，子どもの発達課題とのかかわ

りで個々のケースについて綿密な検討を要する。特殊学

級の差別的運用を許す状況のなかで，必要なてだてを講

ずることなく特殊学級を廃止したとき，再び普通学級に

おいて放置されるであろうことは容易に想像できる◎

　しかしながら，一方では逆に，特殊学級がある故に，

安易な追い落しに陥っているといったジレンマも指摘で

きるのであり，幅広く特殊学級の現状及びその民主的改

廃を提起し，関係各層において討議が積み重ねられるこ

とを期待したい。

　　　V．未就学児の処遇

　未就学児、特に在宅児は，訪問教師制度が導入されて

きているとは言え，教育権保障の観点からはほとんど無

権利状態におかれていることはさきに述べた。

　特殊学級の現状との関連でみるとき，まず在宅児を特

殊学級に受けとめていく方向での条件整傭の必要性が考

えられる。在宅児の県下における分布とその校区，及び

特殊学級の設置校との関係からすれば，養護学校ができ

るまで在宅，その間訪間指導という一連の処遇ではな

く，弾力的に考え，可能なかぎりの教育権保障をすすめ

なければならない。特に，障害児教育の実践と理論化の

研究運動のなかから，子どもにとっての集団の重要性が

具体的に提起されてきていること，1週に2度といった

断続的指導ではなく系統的な生活リズムを基礎とする日

常の継続指導の重要性，学籍をつけて教育行政が責任を

もつことを明確にするといった視点から，特準学級との

関係づけが必要になってくる。さらにつけ加えるなら

ば事保護者の労働権・生活権保障の間題もある。また，

指導員が孤立し指導法などでいきづまっている例もある

が，指導員1人で全責任を負って1人の子どもを担当す

るのではなく，教師集団の協力のもとに複数の指導者集

団を形成することもさし迫った課題として重要である。
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　これを具体的に実現するみちすじは，障害の内容と程

度，地理的条件，学校の受け入れ姿勢その他さまざまな

側面からのアプローヂを必要とし，一概に論ずることは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11）
できないが，一つの方策として提起する。

　しかしながら，養護学校の増設が依然として緊急の課

題であるこギとにかわりはない。いわゆる重度児の数やそ

の居住地の分布をみると，特殊学終を単位としては，発

達に働きかけるに適切な学級集団の形成は困難である。
　　　　　　　　12）
やはり，県下に数校，寄宿舎を併設した養護学校がなけ

ればな一らないJ

　この点，一部にでている養護学校不要論はあてはまら
　13）
ない。ただ，これまでの県下の特殊学校でみられるよう

な，他の障害児学校あるいは一般学校との交流の之しさ
　　　　14）　　　　　　　　　　　　　　15）
については，最近の各地の共同教育の実践をふまえなが

ら，それらとの関係づけをめざし，集団と経験の輸を拡

げるとりくみが望まれる。つけ加えるならば，養護学校

不要論についても，養護学校や特殊学級制度そのものの

是非ではなく勇将来像と現実での改革とを明確に区別

し，さらには地理的㊥人的条件等を加味しながら，子ど

もの発達に働きかける集団をいかに組織するか，基礎集

団をいかにとらえ．るか，この観点を論議の中に据えるこ

とが重要と考えられる。

　以上，訪問教師制度による未就学児への教育的かかわ

りの現状と間題点，および特殊学級の実態をみながら未

就学児の処遇ともからめて，その改廃の必要性を論じ

た。島根県におけ争義務制実施には，他にも検討すべき

多様かつ複雑な課題が残されているが，義務制の文字ど

おり完全な実施を実現するためには，やはり，学校教育

さらには県の教育行政全般にわたっての改革がなけれぱ

あり得ないことをおわりにあたって再度記しておきたい

　資料の整理が不十分なことやスペースの関係で，個々

の具体的ケースを挙げることができなかったが，手持ち

の資料は別の機会に追いおい紹介していきたいと考えて

いる。

　今後学んでいく事実を位置づけ，あるいはその事実に

より，ここで展開した内容を検討していくための航海図

を作成したいとも考えて，この小論をまとめた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’74．9．10）

　　　　　　　　　　　　註
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6）たとえば，田申昌人，「精神薄弱児」研究の方法論

　　的検討，心身障害者福祉問題研究叢書2．1968　そ

　　の他，全国障害者問題研究会の研究運動のなかで深

　　められつつある。

7）調査の一例として，門脇裕・東條幹男・石田敬子，

　　特殊学級教育の振興について、1973，47年度島根大

　　学教育学部専攻科修了論文。

8）宮内福氏（島根県益田市鎌手小学校）の資料に依っ

　　た。百分率の総計が100になっていないが，　4捨5

　　入等計算の手続きによる。なお鎌手小の宮内校長，

　　幡部昭悟教諭の御協力をいただいた。

9）たとえば，48年度における松江市の「判別委員会」

　　では，リストアップきれたのは85名であったが，そ

　　の全員が普通学級在籍者であった。

10）山藤孝子，普通学級に在籍する精神薄弱児の実態，

　　1973，島根大学卒業論文。なおこれは，72年度の
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　　「判別委員会」において入級該当とされたものの追

　　跡調査である。

11）今後詳しく調査をすすめていきたいと考えている。

　　一例として隠岐郡西郷町の場合，特殊学級は西郷小

　　（学級数3児童数2）中村小（1，8）五箇小（1

　　2）都万小（1，4）であり，在宅指導は西郷小校

　　区1，都万小校区2を1名の指導員が訪問してい

　　る。西郷小へは精神薄弱児施設「杉の子学園」（定

　　員30名）から通学するものがあるため，3学級設置

　　となっている。現在行われる訪間指導の形態に終ら

　　せず何らかの方策が必要と考えているが，この報告

　　は改めて行う。

12）具体的な試算ができないので（資料不足）「数校」

　　としておく。なお，寄宿舎設置の場合当然親もとか

　　ら離れて生活する。従来の盲・ろう学校における寄

　　宿舎制度には，生活経験や家庭教育との関係等考え

　　なければならない点が多く残されている。寄宿舎併

　　置の養護学校の運営については，従来の形態を無条

　　件に踏襲するのではなく新しい形態を追求すべきで

　　あるが，具体像については今後研究を要する。

13）たとえば，大阪児童間題研究会，子どもの周辺，

　　vo1．3－1．1974．

14）表4で示したように，特殊学校教員の経験年数をみ

　　ると11年以上が32％を占めている。一概に問題視す

　　ることは正しくないが，マンネリ化・安住といった

　　意識も一部にはあることを否定できない現状では必

　　ずしも歓迎すべき煩向とは言えない。

15）たとえば舞鶴市における実践。京者耳ろうあ問題研究

　　会，すべった〃、ころんだ〃手をとりあった。，共同

　　教育実践報告集附1．1974．


